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令和７年度岐阜県再犯防止推進協議会を開催します 

  

 県では、県民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、再犯防止推進法第８条

第１項の規定に基づき、「第２期岐阜県再犯防止推進計画」を策定しています。 

このたび、計画の進捗状況等について議論するため、「岐阜県再犯防止推進協議会」を下記

のとおり開催しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 日  時  令和８年２月２４日（火） １４：００～１５：３０ 

２ 場  所  岐阜県水産会館 大会議室（岐阜市薮田南１－１１－１２） 

３ 議  題  第２期岐阜県再犯防止推進計画に係る令和７年度の実施状況について 

４ 出席予定者  協議会委員（別紙のとおり） 

         県からは、健康福祉部次長（福祉担当）が出席予定です。 

 

 

【岐阜県再犯防止推進計画】 

再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯防止推進法第８条第１

項において、都道府県及び市町村は地方再犯防止推進計画を策定するよう努めるものとされて

おり、岐阜県では平成３１年から策定しています。 
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